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（公財）愛知県サッカー協会 

 

チームSNSへの掲載についての注意喚起【プライバシーポリシー】 

 

肖像権の侵害は刑法では罰せられませんが、民事上の責任を問われることがあります。 

明確なボーダーラインがあるわけではありませんが、これまでも肖像権侵害に関する訴訟は多くの判例によ

り認められているため、チームや選手の SNS への掲載に対する注意喚起として示すものです。 

肖像権については、リスクとなり得る場面が数多くあるため、すべてを想定した内容でないことを予めご了

承ください。 

 

■肖像権の侵害についての判断基準 

個人には肖像権、つまり自分の容姿を無断で撮影されない、あるいは撮影された画像や動画を無断で

公表されない権利が与えられています。 

 

肖像権侵害についての４つの判断基準 

1．個人が特定できる 

 2．撮影された本人（未成年の場合は親権者）の許可がない 

 3．拡散性の高い場所に公開されている 

 4．SNS 上に公開された写真や動画を無断で転載している 

※いずれか1つでも該当する場合は肖像権侵害のおそれがあり、本人・親権者の同意が 

無ければSNSに掲載できません。 

 

上記のいずれかに該当する場合には、使用目的を明示して本人に許可を取る必要があります。 

肖像権はすべての人が持つ権利のため、写真に写っている人が特定できる場合は肖像権侵害になり得ま

す。（後ろ姿や横顔などでも、その人を知る人が特定できれば、肖像権侵害の可能性があります。） 

チームの SNS に掲載するという目的に対して本人画像を使用する旨の同意を得ることが必要です。 

なお、承諾者が未成年である場合は親権者の同意を得る必要があります。 

SNS で他人の姿が写り込んだ画像や動画を無断でアップロードした場合は肖像権の侵害に、同じく他人の

制作物を無断で公開した場合は著作権の侵害に当たる恐れがあります。また、被写体や制作者のプライバ

シーが侵害される、犯罪やトラブルに巻き込まれるなどのリスクもあります。 

仮に親権者らがプライバシーポリシーに同意していても、選手への誹謗中傷・批判的文脈での投稿、試合

結果や内容に関連した選手個人を（特にマイナス）評価する投稿は肖像権侵害の問題となることがありま

す。 

 

公益財団法人日本サッカー協会、47 都道府県サッカー協会では、個別の写真について掲載等の可否を

判断することは致しかねます。また、サッカー活動の SNS 掲載において発生したトラブルや事故につ

いて、弊会は一切責任を負うことができません。 

サッカーファミリーが安全に安心してサッカーを楽しんでいただけるよう、SNS 運用においてはご配慮

くださいますようお願い申し上げます。 

 



■Q＆A ほか 

質問事項 回

答 

備考 

・公式戦の試合中の写真は自チーム

選手のみであれば良いか。(相手選

手の顔をスタンプで隠す) 

△ ①自チーム選手個人が特定できる写真の場合、チームが選手の親権者から

プライバシーポリシーの同意を得ていれば可。 

②相手選手の顔だけでなく、背番号などから特定できる可能性があるた

め、背番号も消す等、個人を特定できない措置を行うこと。 

・アップしている写真の掲載は良い

か 

△ ①他チーム選手が写りこんでいる場合はトリミング（切り取り）やぼかし

など加工して、他チーム選手を掲載しない。 

②自チーム選手個人が特定できる写真の場合、チームが選手の親権者から

プライバシーポリシーの同意を得ていれば可。同意が無ければ不可。 

・AIFA に掲載されている写真を転用

してチーム SNS に掲載して良いか 

× 転載は不可。 

・表彰式の模様は良いか △ ①他チーム選手が写りこんでいる場合はトリミング（切り取り）やぼかし

など加工して、他チーム選手を掲載しない。 

②自チーム選手個人が特定できる写真の場合、チームが選手の親権者から

プライバシーポリシーの同意を得ていれば可。同意が無ければ不可。 

・リスペクト宣言の模様は良いか △ ①他チーム選手が写りこんでいる場合はトリミング（切り取り）やぼかし

など加工して、他チーム選手を掲載しない。 

②自チーム選手個人が特定できる写真の場合、チームが選手の親権者から

プライバシーポリシーの同意を得ていれば可。同意が無ければ不可。 

・４種など、１委員会だけではな

く、全ての種別で統一したルールに

してほしい 

－ 各チームが取り扱う SNS に対して協会がルールを作ることができません

が、肖像権を侵害しないための基本的な考え方として、注意喚起やこの

Q&A を示すことは可能です。 

・プライバシーポリシーに関する問

い合わせ窓口は、種別ではなく AIFA

事務局へ問合せてよいか 

〇 協会 HP の問合せフォームよりお問い合わせください。 

・公式戦後に行うトレーニングマッ

チの様子は良いか 

△ ①他チーム選手が写りこんでいる場合はトリミング（切り取り）やぼかし

など加工して、他チーム選手を掲載しない。 

②自チーム選手個人が特定できる写真の場合、チームが選手の親権者から

プライバシーポリシーの同意を得ていれば可。同意が無ければ不可。 

・NG を伝えるよりも、掲載して良

い内容のみ伝えてもらい、この他は

NG としていただいた方がわかりや

すい。 

－ ●掲載して良い写真（一例） 

・人物を特定できない写真 

・掲載される本人（未成年者は親権者）の許可を得た写真 

・他の SNS 上に公開された写真や動画の無断転載ではない写真 

・ベンチ以外からの動画撮影 OK の

場所の明確化(チームのみで閲覧し

SNS には掲載しない動画) 

－ 観戦エリアからの撮影で、チーム内（限られた場所）での公開は基本的に

問題ありません。 

正し、チーム内 LINE で共有された動画をチーム外に転送してしまうリス

クがあるため、チーム外に共有されないよう十分な配慮が必要です。 

  


